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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，財団法人新産業創造研究機構(NIRO)及び財

団法人日本規格協会(JSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工

業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について，責

任はもたない。 

JIS B 3900 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS B 3900-1 第 1 部：枠組み 

JIS B 3900-2 第 2 部：プロファイリングの手法 

JIS B 3900-3 第 3 部：インタフェースサービス，プロトコル及びケイパビリティテンプレート 
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序文 

この規格は，2005 年に第 1 版として発行された ISO 16100-3 を翻訳し，技術的内容を変更することなく

作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格は，製造用ソフトウェアの相互運用を促進する目的で作成し，各企業の生産環境に応じて個別

に開発され使用されてきたソフトウェアの再利用及び開発の方法論について規定する。これによって，製

造用ソフトウェアの部品化及び共有化による流通及び開発コストの削減に寄与する。 

 

1 適用範囲 

この規格は，製造用ソフトウェアのケイパビリティプロファイルの作成に使用するインタフェースサー

ビス及びプロトコルについて規定する。この規格は，製造用領域で使用するソフトウェア製品に適用する。

この規格は，製造用の工程設計，操作及び制御にかかわるソフトウェアのインタフェースを適用範囲とし

ており，製品設計，工場管理，サプライチェーンマネジメント (SCM) 及び企業資源計画 (ERP) は適用し

ない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 16100-3:2005，Industrial automation systems and integration－Manufacturing software capability 

profiling for interoperability－Part 3: Interface services, protocols and capability templates (IDT) 

なお，対応の程度を表す記号(IDT)は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，一致していることを示

す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの


